
保育を必要とする理由

就労

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 8週間前

14 15 16 17 18 19 20 7週間前

21 22 23 24 25 26 27 6週間前

28 29 30 31 1 2 3 5週間前

4 5 6 7 8 9 10 4週間前

11 12 13 14 15 16 17 3週間前

18 19 20 21 22 23 24 2週間前

25 26 27 28 29 30 1 1週間前

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

災害復旧

虐待・DV

保護者の疾病・障害

同居親族等の介護・看護

就学

認定の有効期限

就労証明書に記載のある雇用期限まで

卒業予定日まで

診断書の期日まで

９０日を限度とし、９０日を経過する日が属する月の末日まで

必要と認められる日まで

※就労が決まれば継続入所が可能

出産前、出産予定日から起算して８週間前の属する月の１日から

妊娠・出産

育児休業取得時に既に

入園中の児童の継続入所

求職活動

出産後、出産日から起算して８週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで

※多胎妊娠の場合は、出産または出産予定日の前１４週間、後８週間施設利用可能日

出産予定日

入所可能

妊娠・出産 育児休業 就労（復職）就労

入所可能

妊娠・出産 育児休業 就労利用なし


